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令和３年度埼玉県一般会計補正予算（第１号）案の概要 

 

 

１ 総  括 

   国の「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策」等を踏まえ、生活福祉資金の貸付

原資等への補助に要する経費に予算措置を講じるとともに、県内飲食店の事業者に対

する感染防止対策協力金の支給に要する経費などについて補正予算を編成した。 

 

２ 補正予算の規模 

  一般会計                   １９５億２，２２２万円 

  （補正後累計                          ２兆１，３９３億６，５２２万円） 

 

３ 内  容 

 ○ 国の緊急支援策への対応 

  ・ 生活福祉資金の特例貸付の受付期間延長に伴う補助金の増額 

                           １５１億２，８３４万６千円 

  ・ 子育て世帯生活支援特別給付金の支給              ３億３，１２７万４千円 

 

 ○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止 

  ・ 営業時間短縮要請の期間延長に伴う「埼玉県感染防止対策協力金」の支給 

                            １６億６，６８０万円                    

     要請期間：令和３年４月１日から令和３年４月２１日まで（２１日間） 

     支給対象：県内全域において、期間中、営業時間の短縮に協力した飲食店（バ

ー、カラオケボックス等を含む。）を運営する事業者 

     営業時間：午前５時から午後９時まで（酒類提供時間は午前１１時から午後８

時まで） 

  ・ 高齢者・障害者入所施設の職員及び新規入所者に対するＰＣＲ検査の実施 

                            ２３億９，５８０万円 

 

４ 財  源 

  国庫支出金 


